
令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局） 

項 目 名 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の延長 
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《現行制度の概要》 

内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置づけられた事業に対して企業が
寄附を行った場合に、損金算入措置に加え、平成 28 年度から令和６年度までの
間、法人住民税、事業税、法人税に係る税額控除の措置が講じられている。 
 
《要望の内容》 

デジタル田園都市国家構想の実現及び地方創生の更なる充実・強化に向け、
地方への資金の流れを一層高めるとともに、その流れを継続的なものとする観
点から、企業版ふるさと納税について、税の軽減効果（寄附額の最大約９割）
を維持した上で、令和６年度までとなっている税額控除の特例措置を５年間
（令和 11年度まで）延長する。 
 
《関係条項》 

・ 租税特別措置法第 42条の 12の２ 
・ 租税特別措置法施行令第 27条の 12の２ 
・ 租税特別措置法施行規則第 20条の８ 
 

 

 平年度の減収見込額 -    百万円 

(制度自体の減収額) (▲1,300 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   -  百万円) 
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⑴ 政策目的 

地方公共団体の実施する一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行うこと
を促すことにより、地方創生に取り組む地方を応援することを目的とする。 

 

⑵ 施策の必要性 

 本税制については、平成 28 年度の制度創設以降、企業が寄附の依頼や事業へ
の共感等を踏まえて地方公共団体に寄附することにより、観光振興や移住・定
住、デジタル化などの事業を促進する優れた事例が出てきている。また、令和
２年度税制改正において適用期限の延長や税の軽減効果の拡充等を実施したこ
とにより、企業からの寄附金額・寄附件数が大幅に増加するとともに、本税制
を活用したことのある地方公共団体数も平成 28 年度から令和５年度までの累計
で 1,536団体となった。 

 政府は「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」（令和５年 12
月 26 日閣議決定）において、地方と企業のつながりを生み出す効果的な取組で
ある本税制の更なる活用を図ることによって地方への資金等の還流を促進する
こととされていることから、本税制はデジタル田園都市国家構想の実現に向け
た重要な施策であるといえる。 

 また、上述のとおり、本税制は企業・地方公共団体の間で着実に浸透しつつ
あり、企業や地方公共団体から本税制の延長を求める声が寄せられている。 

 このような状況を踏まえ、デジタル田園都市国家構想の実現及び地方創生の
更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを一層高めるとともに、その流
れを継続的なものとする観点から、企業版ふるさと納税について、税の軽減効
果（寄附額の最大約９割）を維持した上で、税額控除の特例措置を延長するこ
とが必要。 
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政 策 体 系 
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政策目的の

位 置 付 け 

政策 ５地方創生 
施策 ５地方創生に関する施策の推進 
 
デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023改訂版） 
（令和５年 12月 26日閣議決定） 
第２章 デジタル田園都市国家構想の実現に必要な施策の方向 
１．取組方針 
（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上 
②人の流れをつくる 
（施策の方向） 
【「転職なき移住」の推進など地方への人材の還流】 
 このほか、地方と企業のつながりを生み出す効果的な取組で
ある企業版ふるさと納税について、地方公共団体と企業のマッ
チング等によってその更なる活用を図るとともに、企業の即戦
力人材の地方への流れを創出する地域活性化起業人（企業人材
派遣制度）を拡充するなど、官民連携を一層推進し、地方への
資金や人材の還流を促進する。 
 
デジタル田園都市国家構想総合戦略 
（令和４年 12月 23日閣議決定） 
第４章 各分野の施策の推進 
１．分野横断的な施策の推進 
②地方への資金の流れの創出・拡大 
【具体的な取組】 
(b)企業版ふるさと納税の一層の活用促進 
・地方への資金の流れを生み出すとともに、寄附を通じた新た
な官民連携の取組を創出するため、関係省庁等とも連携しつ
つ、企業と地方公共団体とのマッチング会の開催や制度の周知
を行うとともに、地域別のマッチング会の開催を支援する。あ
わせて、企業版ふるさと納税を活用したサテライトオフィスの
整備等を促進するための事例集・手引きの作成等を行うととも
に、寄附の獲得に向けた企業への訴求力・提案力の強化を図る
ための研修会等を行うことにより、一層の活用促進を図る。 
 
２．分野別の施策の推進 
（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上 
⑤その他の関連重要施策 
イ 地方公共団体等における多様な人材の確保 
【具体的な取組】 
(a)地方公共団体への人材派遣等 
・企業版ふるさと納税（人材派遣型）について、デジタル人材
の育成・確保にも資するよう、デジタル分野を含む活用事例を
地方公共団体や経済団体等に提供すること等により、一層の活
用促進を図る。 
 

政 策 の 

達成目標 

 
下記の観点を踏まえ、令和 11 年度までに、本税制を活用した

事業（計画）の目標が十分に達成されることを目標とする。 
・企業の創業地や地方創生のプロジェクトに取り組む地方へ
の貢献を促進 

・地方公共団体が企業に取組をアピールすることで自治体間
競争を促進 

・本社機能の移転促進税制の補完 
 

 達成目標に係る測定指標については、本税制の直接的な効果
を把握するため、地方版総合戦略上の目標（KPI）とは別に設定
する、各地方公共団体における本税制を活用した事業（計画）
の目標の達成状況とする。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 
５年間（令和７年度～令和 11年度） 
 
 



 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

本税制を活用した事業（計画）について、「目標以上を達

成」「概ね目標を達成」「目標達成に向け順調に推移」と回答

した事業（計画）を８割以上とする。 
また、上記目標を補完するものとして、本税制を活用したこ

とのある累計地方公共団体数及び地方公共団体が行う地方創生
事業に対する寄附額を把握する。 

政策目標の

達 成 状 況 

 
・「目標以上を達成」「概ね目標を達成」「目標達成に向け順
調に推移」と回答した事業（計画）の割合（令和５年度実
績） 81％ 

・本税制を活用したことのある地方公共団体数  1,536団体 
（平成 28年度～令和５年度累計） 

・寄附額（平成 28年度～令和５年度累計）   1,246.5億円 
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要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

本税制措置は、地方公共団体の行う地方創生事業に対し企業
が寄附を行った場合の優遇措置であり、企業の負担を軽減する
ことにより、民間の資金を投入した地方創生事業が推進され、
本税制を活用した事業の目標が十分に達成されることが期待さ
れる。 

相 
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制上の措置 

 
 
- 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

本税制の一層の活用促進を図るため、地方公共団体や民間企業
等に向けた、制度内容や活用事例等に係る広報をさらに強化す
る。 
【令和７年度概算要求】0.5億円 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 デジタル田園都市国家構想の実現及び地方創生の更なる充
実・強化に向け、地方への資金の流れを一層高めるとともに、
その流れを継続的なものとするためには、本税制を延長した上
で、地方公共団体や民間企業等に向けた広報を強化し、本税制
の活用を一層促進する必要がある。 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

地域再生法は「地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組
による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他
の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進する」ことを目
的としており、地域再生基本方針においては地域再生の意義を
「地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様
な人材の創造力をいかし、官民の適切な連携の下、地域の創意
工夫を凝らした自主的かつ自立的な取組を進めることが重要で
ある。さらに、地域が、夢を抱いて互いにアイデアを出し合
い、切磋琢磨することにより、こうした地域の取組が一層加速
されていくような環境を整備することが重要である」としてい
る。 
本税制は、国と地方だけではなく、企業を地方創生を実現す

る上でのステークホルダーとして参画させ、持続可能な地方創
生の取組につなげていくことに加え、地方公共団体間の競争を
促進することを目的としていることから、地域再生法の目的及
び地域再生基本方針における地域再生の意義に照らしても、本
税制の延長は極めて妥当であるということができる。 
また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」
（令和５年 12月 26日閣議決定）において、地方と企業のつなが
りを生み出す効果的な取組である本税制の更なる活用を図るこ
とによって地方への資金等の還流を促進することとされている



ことから、令和７年度以降も本制度を存置することが必要であ
る。 
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租税特別 

措 置 の  

適用実績 

平成 28年度～令和４年度の適用実績は以下のとおり。 
 
【平成 28年度】 
単体法人・・・56件、5,985千円 
連結法人・・・２件、110千円 
 
【平成 29年度】 
単体法人・・・109件、26,971千円 
連結法人・・・７件、482千円 
 
【平成 30年度】 
単体法人・・・164件、37,564千円 
連結法人・・・６件、232千円 
 
【令和元年度】 
単体法人・・・176件、62,080千円 
連結法人・・・12件、2,497千円 
 
【令和２年度】 
単体法人・・・358件、302,638千円 
連結法人・・・14件、96,770千円 
 
【令和３年度】 
単体法人・・・922件、861,354千円 
連結法人・・・26件、73,331千円 
 
【令和４年度】 
単体法人・・・1,498件、1,272,063千円 
連結法人・・・12件、58,949千円 
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法に基づく
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租税特別措置の適用実績に同じ。 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 企業が寄附の依頼や事業への共感等を踏まえて地方公共団体
に寄附することにより、観光振興や移住・定住、デジタル化な
どの事業を促進する優れた事例が出てきている。このように、
企業が地方公共団体の地方創生事業に関与することは、民間の
ノウハウを取り入れることによる事業の質の向上をもたらし、
地方公共団体における安定的な財源確保にも役立つほか、企業
と地方公共団体の連携を強化するものとして効果的なものであ
る。 

前回要望時 

の達成目標 

 
達成目標については、以下の観点を踏まえ、令和６年度まで

に、本税制を活用した事業の目標が十分に達成されることとす
る。 
・企業の創業地や地方創生のプロジェクトに取り組む地方への
貢献を促進 

・地方公共団体が企業に取組をアピールすることで自治体間競
争を促進 

・本社機能の移転促進税制の補完 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

 これまでに本税制を活用したことのある地方公共団体は平成
28 年度～令和５年度の累計で 1,536 団体に上り、寄附額も同じ
く平成 28 年度～令和５年度の累計で 1,246.5 億円となるなど、
本税制を活用した事業の目標の達成において大きな効果があっ
たといえる。一方で、デジタル田園都市国家構想の実現及び地



ない場合の

理 由 

方創生の更なる充実・強化のためには、引き続き本税制による
後押しが必要である。 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
・平成 28年度：新設 
・平成 31年度：運用改善の実施 
・令和２年度：適用期間の延長及び税制優遇措置の拡充等 

 


